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資料１ 

コーディング業務について 

（１）業務の概要 

不動産取得税に係る課税資料を使って、様式第４０１号の不動産取得税価格決定決

議書・調査書（写）（以下「価格決定決議書・調査書」という。）を作成（コーディング）

する。 

 

（２）課税資料の種類 

この委託においてコーディングの対象となる課税資料は、次のとおりである。 

ア 権利に関する登記済通知書（写） 事例１～３参照 

イ 様式第４０２号 不動産取得税調査書（承継分） 事例４～５参照 

ウ 様式第４０３号 木造家屋に係る不動産取得税課税資料通知書 事例６参照 

エ 登記申請書（写） 事例７参照 

オ 非木造家屋に係る不動産取得税課税資料通知書等 事例８参照 

  （一覧表形式の課税資料です。） 

 

（３）コーディング対象となるもの 

課税資料のうち、次に該当するものがコーディング対象となる。 

 

ア 「権利者」欄に記載されているすべての者 

 

イ 「義務者」欄に記載された者のうち、赤丸で囲んであるもの 

 

「権利者」欄

の人数 

「義務者」欄

の状況 

価格決定決議書・調査書  

「共有」欄 

1 人の場合 赤丸で囲んで

ある場合 

権利者分と義務者

分の両方を作成 

権利者分 空白 

第１義務者分 80 

第 2 義務者分～ 81～99 

赤丸で囲んで

ない場合 

権利者分のみ 1 枚

作成 

権利者分のみ 空白 

複数の場合 赤丸で囲んで

ある場合 

権利者分と義務者

分の両方を作成 

第１権利者分 01 

第 2 権利者分 02～79 

第１義務者分 80 

第 2 義務者分～ 81～99 

赤丸で囲んで

ない場合 

権利者分のみ複数

枚を作成 

第１権利者分 01 

第 2 権利者分～ 02～79 

 

（４）コーディング作業後の納品方法  

   

  ア 電子データによる場合 

原則、電子データでの納品とする。 

記録媒体は、ＭＯ（光磁気ディスク）又は DVD とし、１回の納品分をエクセル形

式で１つのファイルに保存する。（別紙１「令和８年○○月調定分」参考のこと。）  

 

  イ アによらない場合 

電子データによることが困難な場合には、価格決定決議書・調査書に記述する。 

なお、課税資料毎に別束とし、表紙に、送付表番号、県税事務所コード及び整理 

番号を記入する。 



 

（５） 記入要領 

価格決定決議書・調査書の項目  共 中 

県税 送付票の県税事務所名をコードで記入する｡ ○ ○ 

整理番号 整理(賦課)番号を転記する｡ ○ ○ 

共有 課税資料の権利者又は義務者により記入する｡ ○ ○ 

登記又は取得年月日 取得原因の年月日を転記する｡   

区分 取得区分をコードで記入する｡   

原因 取得原因をコードで記入する｡   

種類 主たる種類をコードで記入する｡（主たる種類が赤丸の場合、宅地比準土地のコード(30 番台)を使用）   

延床面積又は地積 延床面積・地積を右詰めで転記する｡（小数点以下第 2 位まで）   

構造 主たる種類が「建物」の場合に、構造をコードで記入する｡   

階数 主たる種類が「建物」の場合に、「構造」欄の階数（２階以上のみ）を記入する｡（地下階は除く。）   

特例１ 「特例控除」欄に記入がある場合にコードを記入する｡   

特例２ 「特例控除」欄に記入がある場合に２つ目のコードを記入、免除（９９）は特例２に記入する｡   

持分１ 持分の分子を転記する｡なお、10 桁を超える場合には空欄とし、補記コードを記入する。 ○  

持分２ 
筆頭者のみ転記する。（共有者は転記しない。）持分の分母を転記する｡なお、10 桁を超える場合には

空欄とし、補記コードを記入する。 

  

件数 件（筆）数を転記、なお、「１」の場合は記入しない｡   

戸数 種類が「07：共同住宅」のとき転記、「06、08」は２以上のとき転記する｡   

共有者数 権利者が複数ある場合に、その人数を記入する｡筆頭者のみの場合は空欄。   

補記 住所又は氏名・名称がすべて記入できない場合等に、所定のコードを記入する｡   

木造及び非

木造の場合 

再建築費評点数 再建築費評点数を転記する｡ ○  

固定資産課税台帳の

登録価格又は評価額 

固定資産課税台帳登録価格の合計又は評価額を転記する｡   

土地の場合 

再建築費評点数 固定資産課税台帳登録価格の合計又は評価額を転記する｡   

固定資産課税台帳の

登録価格又は評価額 

課税標準となる額を転記する｡   



価格決定決議書・調査書の項目  共 中 

特例控除１ 特例１に対応する額を転記する｡   

特例控除２ 特例２に対応する額を転記する｡免除（９９）は特例２に記入する｡   

住宅控除 
「住宅控除」欄の額を転記する。（様式４０３号課税資料通知書の控除額は、コードの記入がないもの

はすべて「住宅控除」欄に転記する｡） 

  

３％課税標準額 「課税標準額」欄の３％の額を転記する｡   

４％課税標準額 「課税標準額」欄の４％の額を転記する｡   

不動産所在地 
市郡コード 不動産の所在地の住所をコードで記入する｡ 「大字・通称コード」、「字・丁目コード」に該当するコ

ードがない場合は、「大字・通称コード」、「字・丁目コード」を「００００００」とする。 

  

町大字コード   

郵便番号 権利者の住所が県外のとき記入する｡ ○ ○ 

住  所 

市郡コード 権利者の住所をコードで記入する｡ 県外のとき、又「大字・通称コード」、「字・丁目コード」に該当す

るコードがない場合は、「大字・通称コード」、「字・丁目コード」を「００００００」とする。 

 外国のときは都道府県コードを「９０」とし、以下「０００００００００」とする。 

○ ○ 

町大字コード 
  

氏名又は名称（カナ） 権利者名のフリガナを記入する｡ ○  

電話番号 権利者の電話番号を記入する。 ○ ○ 

送付先 

郵便番号 権利者の住所が県外のとき記入する｡   

市郡コード 権利者の住所をコードで記入する｡ 県外のとき、又「大字・通称コード」、「字・丁目コード」に該当す

るコードがない場合は、「大字・通称コード」、「字・丁目コード」を「００００００」とする。 

 外国のときは都道府県コードを「９０」とし、以下「０００００００００」とする。 

  

町大字コード 
  

不動産の所在地の字・地番等  

（漢字） 

不動産の所在地番のうち、コードで表わしきれない部分を漢字で記入する｡   

住所の字・番地（漢字） 権利者の住所のうち、コードで表わしきれない部分を漢字で記入する｡ ○ ○ 

氏名又は名称(漢字） 権利者名を漢字で記入する｡ ○ ○ 

(注) １ ｢共」とは共有者の場合の記入方法を表わし、○の項目のみ記入する。なお、記入要領は、筆頭者の記入要領中｢権利者」を「共有者」と読み替える。 

   ２ ｢中」とは中間取得者の場合の記入方法を表わし、○の項目のみ記入する。なお、記入要領は、筆頭者の記入要領中｢権利者」を「中間取得者」と読み替える。 

    なお、中間取得者の場合、整理番号欄に、コーディング資料には「９８００１～９９０００」が記載されている。 

 

 

 



（６）項目別注意事項 

 

ア 「登記又は取得年月日」欄の記入方法 
  原因 平成２３年 ４月 １日 売買 

４ ２ ３ ０ ４ ０ １ 

 

イ 「区分コード」について 
区分コードは、賦課資料の「原因」欄、「主たる種類」欄及び「主たる構造」欄の内

容により判断して記入する。 

 

(ア) 原始・承継の区別 
 例えば ｢原因｣欄が、「平成２３年４月１日 売買 」の場合は「承継」となり      

埋立 

原 
 

始 

 売買 

承 
 

継 

干拓 贈与 

新築 交換 

増築 寄附 

改築 その他 

  

(イ) 土地・木造・非木造の区別 
｢主たる種類｣欄が、「店舗」で、 

土 地       木 造 ・ 非 木 造          

田 店舗 病院 

ホテル 

畑 事務所 銀行 

山林 工場 作業場 

原野 倉庫 車庫 

採草放牧地 併用住宅  

雑種地 共同住宅  

池沼 その他の家屋  

その他の土地 住宅用附属家  

「構造」欄が、「鉄筋コンクリート造（ＲＣ）」の場合は、「非木造」となる。 

鉄骨・鉄筋コンクリート造（SRC） 

非木造 

鉄筋コンクリート造（RC） 

鉄骨造（S） 

軽量鉄骨造(LGS) 

コンクリートブロック造（CB） 

その他（アルミ・レンガ・石造等） 

木造 
木造 

木造・非木造※ 

※ 家屋の構造が「木造・非木造」のときは、原則として当該家屋の延床面積に対して占める割

合の高い構造を主たる構造としている。上記の表では、「木造・非木造」は木造の区分となっ

ているが、区分が非木造となる場合もある。入力票では判断できないので、県税事務所が区分

コードを入力していない場合には、木造でコーディングする。 

 

（ウ）結論 

 従って、上記の場合は「承継非木造」となり、「６」を記入することとなる｡ 

原始土地 １ 承継土地 ４ 

原始木造 ２ 承継木造 ５ 

原始非木造 ３ 承継非木造 ６ 

 

 

 

 

 



 

ウ 「原因コード」について 

 「原因」欄に記載された取得原因について、次の表を使って該当するコードを記

入する｡ 

 例えば、「平成２３年４月１日 売買 」の場合は、「５」を記入することとなる｡ 

埋立・干拓 １ 

新築 ２ 

増築 ３ 

改築 ４ 

売買 ５ 

贈与 ６ 

交換 ７ 

寄附 ８ 

その他 ９ 

 

エ 「種類コード」について 

 「種類」欄に記載された内容により、次の表を使って該当するコードを記入する｡ 

 なお、その内容が赤丸で囲まれている場合は、宅地比準土地（32～39）のコード

を記入する｡ 

専用住宅 ０１ 池沼 １８ 

店舗 ０２ その他の土地 １９ 

事務所 ０３ 病院 ２１ 

工場 ０４ ホテル ２２ 

倉庫 ０５ 銀行 ２３ 

併用住宅 ０６ 作業場 ２４ 

共同住宅 ０７ 車庫 ２５ 

その他の家屋 ０８ 田（宅地比準土地） ３２ 

住宅用附属家 ０９ 畑（宅地比準土地） ３３ 

宅地 １１ 山林（宅地比準土地） ３４ 

田 １２ 原野（宅地比準土地） ３５ 

畑 １３ 採草放牧地（宅地比準土地） ３６ 

山林 １４ 雑種地（宅地比準土地） ３７ 

原野 １５ 池沼（宅地比準土地） ３８ 

採草放牧地 １６ その他の土地（宅地比準土地） ３９ 

雑種地 １７   

 

オ 「構造コード」について 

 「構造」欄に記載された内容により、次の表を使って該当するコードを記入する｡  

鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC） １ 

鉄筋コンクリート造（RC） ２ 

鉄骨造（S） ３ 

軽量鉄骨造（LGS） ４ 

コンクリートブロック造（CB） ５ 

木造 ６ 

木造・非木造 ７ 

その他（アルミ・レンガ・石造等） ８ 

 

  



カ 「郵便番号」、「所在地」及び「住所」欄の記入方法について 

 

（ア）「郵便番号」欄について 

 住所が県内の場合は、原則、空白とする。ただし、市町名の次に番地がくる場

合（例：安芸郡熊野町 XXXX）は、該当する郵便番号（例：７３１－４２００）を

記入する。 

 住所が県外の場合は、郵便番号簿に基づき必ず記入する。 

 

（イ）「不動産の所在地の字・地番等」欄と「住所の字・番地等」欄について 

 市、区、町、及び方書について、各区切りに１つの空白を空けて記入する。た

だし、地番・番地が複数ある場合は、地番・番地の各区切りは「、」を記入する。

（空白にはしない。例：呉市安浦町中畑立小路１０２番地、１０３番地、１０３

番地２→「字・番地（漢字）」欄には、「１０２、１０３、１０３－２」と記入す

る。）なお、すべての内容を記入できない場合は、空白を空けずに記入する。 

 

（ウ）所在地について 

 隣接地（件（筆）数が２以上）がある場合は、赤線が引いてある地番で記入す

る。課税資料内に赤線がない場合には、税務課システム分室へ問い合わせること。 

 

（エ）記入例 

ａ 県内のとき 

（例１）呉市 広白岳４丁目 ９番２２号 

郵便番号 空白 
都道府県コード 34 
市区郡町村コード 202 

大字・通称コード 

字・丁目コード 

字・番地（漢字） 

168 

004 

９－２２ 

 

（例２）呉市安浦町 中畑立小路 １０２番地 １０３番地 １０３番地２ 

郵便番号 空白 

都道府県コード 34 

市区郡町村コード 202 

大字・通称コード 260 

字・丁目コード 004 

字・番地（漢字） １０２、１０３、１０３－２ 

 

ｂ 県外のとき 

（例１）京都府京都市中京区寺町通御池上ル本能寺前町４８８ 

郵便番号 604-0000 
都道府県コード 26      
市区郡町村コード 000 
大字・通称コード 000 
字・丁目コード 000 
字・番地（漢字） 京都市中京区寺町通御池上ル本能寺前町４８８ 

 

 

 

 

 

 



（例２）東京都千代田区丸の内１丁目１０－２０ 

郵便番号 100-0005 
都道府県コード 13      
市区郡町村コード 000 
大字・通称コード 000 
字・丁目コード 000 
字・番地（漢字） 千代田区 丸の内一丁目 １０－２０ 

 

キ 「氏名又は名称」欄の記入方法について 

（ア）カナ部分 

 個人の場合は、姓と名の間に１つの空白を空ける。 

法人の場合は、組織名、法人名、支店（営業所）名の間に 1つの空白を空ける。な

お、｢株式会社｣は、「@01」と記入し、「有限会社」は、「@04」と記入する。 

 

(イ)漢字部分 

 字体は、課税資料のとおり記入する。 

 個人の場合は、姓と名の間に１つの空白を空ける。 

 法人の場合は、組織名、法人名、支店（営業所）名の間に 1つの空白を空ける。 

 なお、｢株式会社｣は、「@01」と記入し、「有限会社」は、「@04」と記入する。 

 

(ウ)組織コード（簡易入力コード）の使用について 

 組織名については、資料３組織コード（簡易入力コード）が使用できる。 

 

(エ)記入例 

（例１）県税太郎 

カ ナ ｹﾝｾﾞｲ ﾀﾛｳ 
漢 字 県税 太郎 

 

（例２）県税株式会社広島支店 

カ ナ ｹﾝｾﾞｲ @01 ﾋﾛｼﾏｼﾃﾝ 

漢 字 県税 株式会社 広島支店 

 

（例３）県税有限会社 

カ ナ ｹﾝｾﾞｲ @04 
漢 字 県税 ＠０４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ク 「補記コード」欄の記入方法について 

 権利者について次に該当する場合は、対応する補記コードを記入する。 

 なお、補記コードを付したものについては、課税資料に付箋を付すものとする。 

 

区     分 コード  

納税管理人のあるもの 
５ 筆頭者の住所・氏名を記入 

納税通知書の送付先のあるもの 

住所・氏名が不明の場合 １ 住所又は氏名は空白とする 

住所・氏名が桁あふれの場合 １ 転記できる範囲まで記入する 

住所が外国の場合 
１ 

 

相続人の記載がある場合  

種類が簡易附属家用建物であるもの ６  

持分のわからないもの 
７ 持分を空白にする 

持分が桁あふれの場合 

面積のわからないもの 
８ 面積を空白にする 

面積が桁あふれの場合 

 

ケ その他 

（ア）コーディング上の注意事項 

１ カナ部 

▽ カタカナ 

         ○拗音「ャ、ュ、ョ」や促音「ッ」の小文字は、全て大文字で記入する。 

         ○「ア、ク、ス、ソ、ヌ、ノ、フ、マ、ユ」は、「マ、ワ、ヌ、リ、ス、

１、ワ、ア、コ」と間違わないようにするため、ひらがなの「あ、く、

す、そ、ぬ、の、ふ、ま、ゆ」と記入する。 

         ○「ヰ、ヱ、ヲ」は、「イ、エ、オ」と記入する。 

 

▽ アルファベット 

○原則、活字体の大文字で記入する。 

○「Ｄ、Ｉ、Ｏ、Ｕ、Ｖ、Ｚ」は、「Ｏ、１、０、Ｖ、Ｕ、２」と間違

わないようにするため、「Ｄ、ｉ、Ｏ、ｕ、Ｖ、Ｚ」と記入する。 

 

▽ 濁点及び半濁点 

         ○濁点及び半濁点は、それぞれ 1 文字とする。 

 

▽ ハイフン 

         ○ハイフン「‐」は、データ入力漏れを防ぐため、「○‐」と記入する。  

２ 漢字部 

▽ 漢字 

○使用する漢字は、内字（Ｓ－ＪＩＳ）と本県指定の外字とする。 

 

▽ カタカナ 

○拗音なども、そのままカタカナで記入する。 

 

▽ アルファベット 

○活字体の大文字を使用するときは大文字で、小文字を使用するときは



小文字で記入する。 

▽ 濁点及び半濁点 

○濁点及び半濁点は、ひらがな、カタカナともに 1 文字としない。 

 

▽  ハイフン 

〇ハイフン「‐」は、長音「ー」と間違わないようにするため、「○‐」と 

記入する。 

 

▽ 法人の組織名 

○株式会社及び有限会社について、(株)及び(有)は使用しない。 

 

（イ）貸与資料 

住所コード表は、年１回配布予定。 

ただし、住所コードに変更があれば、その都度配布。  

 

 



地域 整理番号 共有 ｶｰﾄﾞ
登記又は
取得年月

日
区分

取
得
原
因

種類
延床面積
又は地積

構造 階数
特例
1

特例
2

持分
1

持分
2

件
数

戸数
共有
者数

補記
再建築費
評点数

固定資産課
税台帳の
登録価格又
は評価額

空白 ｶｰﾄﾞ
特例
控除
1

特例
控除2

住宅控除
課税標
準額
3％

課税標
準額
4％

県内県外
区分コー

ド

所在地住
所'コード

空白 ｶｰﾄﾞ
郵便
番号

県内県
外

区分コー
ド

住所
コード

氏名又は
名称(ｶﾅ）

TEL
送付先
郵便番号

県内県外
区分コー

ド

送付先
住所
コード

空白 ｶｰﾄﾞ 空白
不動産の所在
地の字・地番等

ｶｰﾄﾞ 空白
住所の字・
番地等

ｶｰﾄﾞ
空
白

氏名又
は名称

ｶｰﾄﾞ
空
白

送付先　住所
の字・番地等

ｶｰﾄﾞ
8

空白
送付先　氏
名又は名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

・

・

・

別紙１

令和8年○○月調定分
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１
＞





資
料
２
＜
事
例
２
＞
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事
例
２
＞
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料
２
＜
事
例
３
＞



資
料
２
＜
事
例
３
＞



資
料
２
＜
事
例
３
＞



資
料
２
＜
事
例
４
＞



資
料
２
＜
事
例
４
＞



資
料
２
＜
事
例
４
＞



資
料
２
＜
事
例
５
＞



資
料
２
＜
事
例
５
＞



資
料
２
＜
事
例
５
＞



＜事例６＞

資
料
２
＜
事
例
６
＞



資
料
２
＜
事
例
６
＞



資
料
２
＜
事
例
６
＞



資
料
２
＜
事
例
７
＞



資
料
２
＜
事
例
７
＞



＜事例８＞

資
料
２
＜
事
例
８
＞※ この課税資料は，非木造家屋のみ記入します。



資料３

コード表(不動産取得税関係のみ抜粋)

　１　取得区分コード

１

２

３

４

５

６

　２　取得原因コード

01 原

02

03

04 始

05

06

07 承

08

09

10

11

12 継

13

19 共通

コード 区　　　　　　　　分

埋 立 ・ 干 拓

新 築

増 築

改 築

コード 区　　　　　　　　分

原 始 土 地

原 始 木 造

原 始 非 木 造

承 継 土 地

承 継 木 造

承 継 非 木 造

交 換

寄 付

共 有 物 分 割

遺 贈

競 売 に よ る 売 却

そ の 他

売 買

財 産 分 与

代 物 弁 済

贈 与



　３　種類コード

　（１）家屋

01

02

03

04

05

06

07

08

09

21

22

23

24

25

29

　（２）土地

11

12

13

14

15

16

17

18

19

32

33

34

35

36

37

38

39

畑 （ 宅 地 比 準 土 地 ）

山 林 （ 宅 地 比 準 土 地 ）

原 野 （ 宅 地 比 準 土 地 ）

採 草 放 牧 地 （ 宅 地 比 準 土 地 ）

雑 種 地 （ 宅 地 比 準 土 地 ）

池 沼 （ 宅 地 比 準 土 地 ）

池 沼

そ の 他 の 土 地

山 林

原 野

採 草 放 牧 地

雑 種 地

そ の 他 の 土 地 （ 宅 地 比 準 土 地 ）

田 （ 宅 地 比 準 土 地 ）

コード 区　　　　　　　　分

宅 地

田

コード 区　　　　　　　　分

畑

ホ テ ル

専 用 住 宅

店 舗

病 院

作 業 場

事 務 所

銀 行

車 庫

附 帯 設 備

共 同 住 宅

そ の 他 の 家 屋

住 宅 用 附 属 家

工 場

倉 庫

併 用 住 宅



　４　構造コード

１

２

３

４

５

６

７

８

　５　特例コード

01

02

03

04

05

07

09

15

91

92

99

90

不 均 一 課 税

免 税

そ の 他

改正前の法第７３条の１４第 11項（住宅金融公庫）

法 第 ７ ３ 条 の １ ４ 第 ９ 項 （ 農 業 振 興 地 域 の 整 備 ）

法 附 則 第 １ １ 条

課 税 免 除

法 第 ７ ３ 条 の １ ４ 第 １ ０ 項 （ 密 集 市 街 地 の 整 備 ）

改正前の法第７３条の１４第６項（農業近代化資金）

改正前の法第７３条の１４第７項（中小企業振興事業団）

法 第 ７ ３ 条 の １ ４ 第 ６ 項 （ 収 用 ）

法 第 73条 の 14第 ７ ・ ８ 項 （ 都 市 再 開 発 ・ 補 償 金 ）

木 造

木 造 ・ 非 木 造

そ の 他

コード 区　　　　　　　　分

コード 区　　　　　　　　分

鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 （ Ｓ Ｒ Ｃ ）

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 （ Ｒ Ｃ ）

コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 （ Ｃ Ｂ ）

鉄 骨 造 （ Ｓ ）

軽 量 鉄 骨 造 （ Ｌ Ｇ Ｓ ）



　６　減額等理由コード

01

02

03

04

05

06

08

09

15

16

18

90

　７　減免理由コード

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

住 宅 用 土 地

特 別 な 理 由

市 街 地 再 開 発

自 治 会 等 の 取 得

公 用 等 施 設 土 地

コード 区　　　　　　　　分

災 害 代 替 不 動 産

補 助 金 の 交 付

幼 稚 園 の 設 置 者

親 族 間 贈 与 取 消

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ４ （ 譲 渡 担 保 ）

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ３ （ 収 用 ）

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ５ ( 再 開 発 会 社 の 取 得 )

宅 地 造 成 工 事

法 附 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 （ 生 前 農 地 一 括 贈 与 ）

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ２ （ 耐 震 基 準 不 適 合 住 宅 ）

そ の 他

災 害 被 害 不 動 産

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ７ （ 土 地 改 良 事 業 ）

法 附 則 第 １ １ 条 の ４ （ 買 取 再 販 ）

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ６ ( 農 地 中 間 管 理 機 構 )

コード 区　　　　　　　　分

誤 謬

法第 73条の 2第 7項 (附帯設備に属する部分の取得 )

法 第 ７ ３ 条 の ２ ４ （ 住 宅 用 土 地 の 減 額 ）



　８　徴収猶予コード

03

04

05

06

08

09

15

16

18

90

　９　補記コード

１

５

６

７

８

簡 易 附 属 家 用 建 物 の 原 始 取 得

持 分 の 補 記 を 要 す る も の

面 積 の 補 記 を 要 す る も の

コード 区　　　　　　　　分

住 所 ・ 氏 名 の 補 記 を 要 す る も の

納 税 管 理 人 の あ る も の

そ の 他

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ３ （ 収 用 ）

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ４ （ 譲 渡 担 保 ）

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ５ ( 再 開 発 会 社 の 取 得 )

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ６ ( 農 地 中 間 管 理 機 構 )

法 附 則 第 １ １ 条 の ４ （ 買 取 再 販 ）

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ７ （ 土 地 改 良 事 業 ）

法 第 ７ ３ 条 の ２ ５ （ 住 宅 用 土 地 ）

法 附 則 第 １ ２ 条 第 １ 項 （ 生 前 農 地 一 括 贈 与 ）

法 第 ７ ３ 条 の ２ ７ の ２ （ 耐 震 基 準 不 適 合 住 宅 ）

コード 区　　　　　　　　分



　１０　組織コード(簡易入力コード）

＠０１

＠０２

＠０３

＠０４

＠０５

＠０６

＠０７

＠０８

＠０９

＠１０

＠１１

＠１２

＠１３

＠１４

＠１５

＠１６

＠１７

＠１８

＠１９

＠２０

＠２１

＠２２

＠２３

＠２４

＠２５

＠２６

＠２７

＠２８

＠２９

＠３０

＠３１

＠３２

＠３３

＠３４

＠３５

＠３６

司 法 書 士 法 人

監 査 法 人

独 立 行 政 法 人

特 定 非 営 利 活 動 法 人

税 理 士 法 人

弁 護 士 法 人

医 療 法 人 財 団

医 療 法 人 社 団

社 会 医 療 法 人

社 会 福 祉 法 人

一 般 財 団 法 人

一 般 社 団 法 人

公 益 財 団 法 人

公 益 社 団 法 人

商 工 会 議 所

連 合 会

特 定 目 的 会 社

合 同 会 社

社 団 法 人

学 校 法 人

宗 教 法 人

医 療 法 人

協 同 組 合

信 用 組 合

農 事 組 合 法 人

財 団 法 人

信 用 金 庫

森 林 組 合

農 業 協 同 組 合

漁 業 協 同 組 合

合 資 会 社

有 限 会 社

企 業 組 合

協 業 組 合

コード 区　　　　　　　　分

株 式 会 社

合 名 会 社



　１０　組織コード(簡易入力コード）（つづき）

＠３７

＠３８

行 政 書 士 法 人

商 工 会

コード 区　　　　　　　　分



資料４

データ入力業務について

（１）     業務の概要

　　 不動産取得税に係る入力帳票について、データ入力業務を行う。

　　　 広島県から送付したものとコーディング委託業務により作成されたものの両方がデータ入力業務の対象と
　 なる。

（２）    課税資料の種類

     この委託業務においてデータ入力業務の対象となる入力帳票は、次のとおりである。

様式番号 カナ・漢字 帳票コード

カナ JＦ０２

漢字 ＫJＦ０２

帳　　票　　名

401 不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）



記　録　媒　体　仕　様　書　

　帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（カナ）

　帳票コード ＪＦ０２

　[ＭＯ（光磁気ディスク）］

項　　　　目 仕　　　　　　　　　　　様

　記録容量 　６４０ＭＢ

　仕様コード 　Ｓ－ＪＩＳ

　レコードサイズ バイト

　データ改行 　なし

　ファイル名 　ＪＦ０２.ＴＸＴ

　１２０

資料５-１



記　録　媒　体　仕　様　書　

　帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（漢字）

　帳票コード ＫＪＦ０２

　[ＭＯ（光磁気ディスク）］

項　　　　目 仕　　　　　　　　　　　様

　記録容量 　６４０ＭＢ

　仕様コード 　Ｓ－ＪＩＳ

　レコードサイズ バイト

　データ改行 　なし

　ファイル名 　ＫＪＦ０２.ＴＸＴ

　１２０

資料５-２



記　録　媒　体　 レ コ ー ド 基 準 書

帳票コード ＪＦ０２

1 9 10 89 90 １件目１レコード

1 9 10 71 72 １件目２レコード

1 9 10 101102
１件目３レコード

※各レコード間のデータ改行はなし。

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（カナ）

資料６-１

120

120

120



記　録　媒　体　 レ コ ー ド 基 準 書

帳票コード ＫＪＦ０２

1 9 10 11 12 13 92 93 １件目１レコード

1 9 10 11 12 13 92 93 １件目２レコード

1 9 10 11 12 13 92 93 １件目３レコード

1 9 10 11 12 13 92 93 １件目４レコード

1 9 10 11 12 13 92 93 １件目５レコード

※各レコード間のデータ改行はなし。

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（漢字）

資料６-２

120

120

120

120

120





（１／３）

帳票コード ＪＦ０２

　　項　　　目　　　名 　カ ラ ム 桁数 区分 　データ入力要領

　県税コード 1 ～ 2 2

　整理番号 3 ～ 7 5

　共有コード 8 ～ 9 2 全桁スペースあり

　カード番号 10 ～ 1 「１」

　登記又は取得年月日 11 ～ 17 7 11カラム「４、５」

　区分 18 ～ 1

　原因 19 ～ 20 2

　種類 21 ～ 22 2

　延床面積又は地積 23 ～ 31 9 前ゼロ　

　構造 32 ～ 1 全桁スペースあり

　階数 33 ～ 34 2 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　特例１ 35 ～ 36 2 全桁スペースあり

　特例２ 37 ～ 38 2 全桁スペースあり

　持分１ 39 ～ 48 10 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　持分２ 49 ～ 58 10 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　件数 59 ～ 61 3 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　戸数 62 ～ 64 3 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　共有者数 65 ～ 66 2 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　補記 67 ～ 1 全桁スペースあり

　再建築費評点数 68 ～ 78 11 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　固定台帳登録価格又は評価額 79 ～ 89 11 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　空白 90 ～ 31

～

～

(注)１ 「区分」欄は、次の略称により記入する。

　 　　　数字＝Ｎ、英字＝Ａ、カナ＝Ｋ、漢字＝漢、その他＝Ｓ

　　２ 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

資料７-１

デ　ー　タ　入　力　作　業　指　示　書

120

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（カナ）



（２／３）

帳票コード ＪＦ０２

　　項　　　目　　　名 　カ ラ ム 桁数 区分 　データ入力要領

　県税コード 1 ～ 2 2

　整理番号 3 ～ 7 5

　共有コード 8 ～ 9 2 全桁スペースあり

　カード番号 10 ～ 1 「２」

　特例控除１ 11 ～ 21 11 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　特例控除２ 22 ～ 32 11 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　住宅控除 33 ～ 43 11 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　課税標準額（３％） 44 ～ 51 8 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　課税標準額（４％） 52 ～ 59 8 前ｾﾞﾛ　全桁スペースあり

　市郡コード県内県外区分コード 60 ～ 1 全桁スペース

所在地住所コード 61 ～ 71 11

　空白 72 ～ 49

～

～

(注)１ 「区分」欄は、次の略称により記入する。

　 　　　数字＝Ｎ、英字＝Ａ、カナ＝Ｋ、漢字＝漢、その他＝Ｓ

　　２ 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（カナ）

資料７-１

デ　ー　タ　入　力　作　業　指　示　書

120 Ｓ



（３／３）

帳票コード ＪＦ０２

　　項　　　目　　　名 　カ ラ ム 桁数 区分 　データ入力要領

　県税コード 1 ～ 2 2

　整理番号 3 ～ 7 5

　共有コード 8 ～ 9 2 全桁スペースあり

　カード番号 10 ～ 1 「３」

　郵便番号 11 ～ 17 7 全桁スペースあり

　市郡コード県内県外区分コード 18 ～ 1 全桁スペース

住所コード 19 ～ 29 11

　氏名又は名称 30 ～ 69 40

　電話番号 70 ～ 82 13 全桁スペースあり

　郵便番号 83 ～ 89 7 全桁スペースあり

　市郡コード県内県外区分コード 90 ～ 1 全桁スペース

住所コード 91 ～ 101 11 全桁スペースあり

　空白 102 ～ 19

(注)１ 「区分」欄は、次の略称により記入する。

　 　　　数字＝Ｎ、英字＝Ａ、カナ＝Ｋ、漢字＝漢、その他＝Ｓ

　　２ 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

住
所

送
付
先

Ｓ120

Ｎ

ANKS

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｎ

Ｎ

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（カナ）

資料７-１

デ　ー　タ　入　力　作　業　指　示　書



（１／５）

帳票コード ＫＪＦ０２

　　項　　　目　　　名 　カ ラ ム 桁数 区分 　データ入力要領

　県税コード 1 ～ 2 2

　整理番号 3 ～ 7 5

　共有コード 8 ～ 9 2 全桁スペースあり

　カード番号 10 ～ 1 「４」

　空白 11 ～ 12 2

　不動産の所在地字・地番等 13 ～ 92 80 ４０文字

　空白 93 ～ 28

～

～

(注)１ 「区分」欄は、次の略称により記入する。

　 　　　数字＝Ｎ、英字＝Ａ、カナ＝Ｋ、漢字＝漢、その他＝Ｓ

　　２ 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。

Ｓ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｓ

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（漢字）

デ　ー　タ　入　力　作　業　指　示　書

漢

120

資料７-２



（２／５）

帳票コード ＫＪＦ０２

　　項　　　目　　　名 　カ ラ ム 桁数 区分 　データ入力要領

　県税コード 1 ～ 2 2

　整理番号 3 ～ 7 5

　共有コード 8 ～ 9 2 全桁スペースあり

　カード番号 10 ～ 1 「５」

　空白 11 ～ 12 2

　住所の字・地番等 13 ～ 92 80 ４０文字

　空白 93 ～ 28

～

～

(注)１ 「区分」欄は、次の略称により記入する。

　 　　　数字＝Ｎ、英字＝Ａ、カナ＝Ｋ、漢字＝漢、その他＝Ｓ

　　２ 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。

120 Ｓ

Ｎ

Ｓ

漢

Ｎ

Ｎ

Ｎ

資料７-２

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（漢字）

デ　ー　タ　入　力　作　業　指　示　書



（３／５）

帳票コード ＫＪＦ０２

　　項　　　目　　　名 　カ ラ ム 桁数 区分 　データ入力要領

　県税コード 1 ～ 2 2

　整理番号 3 ～ 7 5

　共有コード 8 ～ 9 2 全桁スペースあり

　カード番号 10 ～ 1 「６」

　空白 11 ～ 12 2

　氏名又は名称 13 ～ 92 80 ４０文字

　空白 93 ～ 28

～

～

(注)１ 「区分」欄は、次の略称により記入する。

　 　　　数字＝Ｎ、英字＝Ａ、カナ＝Ｋ、漢字＝漢、その他＝Ｓ

　　２ 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。

Ｎ

デ　ー　タ　入　力　作　業　指　示　書

資料７-２

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｓ

漢

120 Ｓ

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（漢字）



（４／５）

帳票コード ＫＪＦ０２

　　項　　　目　　　名 　カ ラ ム 桁数 区分 　データ入力要領

　県税コード 1 ～ 2 2

　整理番号 3 ～ 7 5

　共有コード 8 ～ 9 2 全桁スペースあり

　カード番号 10 ～ 1 「７」

　空白 11 ～ 12 2

　送付先の字・地番等 13 ～ 92 80 ４０文字

　空白 93 ～ 28

～

～

(注)１ 「区分」欄は、次の略称により記入する。

　 　　　数字＝Ｎ、英字＝Ａ、カナ＝Ｋ、漢字＝漢、その他＝Ｓ

　　２ 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。

Ｎ

デ　ー　タ　入　力　作　業　指　示　書

Ｎ

資料７-２

Ｎ

Ｎ

Ｓ

漢

120 Ｓ

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（漢字）



（５／５）

帳票コード ＫＪＦ０２

　　項　　　目　　　名 　カ ラ ム 桁数 区分 　データ入力要領

　県税コード 1 ～ 2 2

　整理番号 3 ～ 7 5

　共有コード 8 ～ 9 2 全桁スペースあり

　カード番号 10 ～ 1 「８」

　空白 11 ～ 12 2

　送付先の氏名又は名称 13 ～ 92 80 ４０文字

　空白 93 ～ 28

～

～

(注)１ 「区分」欄は、次の略称により記入する。

　 　　　数字＝Ｎ、英字＝Ａ、カナ＝Ｋ、漢字＝漢、その他＝Ｓ

　　２ 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。

Ｎ

Ｓ

漢

120 Ｓ

Ｎ

デ　ー　タ　入　力　作　業　指　示　書

資料７-２

Ｎ

帳票名　不動産取得税価格決定決議書・調査書（写）（漢字）

Ｎ



＊令和8年度せん孔期間

　 令和８年４月２０日（月）入力票～令和９年３月９日（火）の追加入力票までの期間

データ入力

（カナ３、漢字５、計８レコード）

不動産取得税価格決定決議
書・調査書（写）

１枚当たりの平均タッチ数

数字

28,80076 0.2 10 32 3,600

資料８

帳票枚数 レコード件数

2,400

英字 カナ

令和８年度年間データ件数（見込）

コーディング
ＭＯ若しくは、価格決定決
議書・調査書

帳　票　名

漢字



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

４ 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

月 ◎ ６月調定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

５ 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

月 ６月調定分 〇 △ ◎ ７月調定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

６ 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

月 ７月調定分 〇 △ ◎ ８月調定

（福山市原始家屋１回目） ●

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

７ 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

月 ８月調定分 〇 △ ◎ ９月調定

▲ 　　　（福山市原始家屋２回目）●

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

８ 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

月 ９月調定分 〇 △

９月調定分 ▲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

９ 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

月

R09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

１ 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

２ 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

月 ◎ ４月調定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

３ 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

月 ４月調定分 〇 △

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

４ 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

月 ◎ ６月調定

※原則として、原始課税分のみデータ入力の対象となる予定（承継課税分は原則なし。特別に必要がある場合を除く）

（注）◎ 第401号（JF02、KJF02）及び第402号、第403号、他コーディング資料並びに記録媒体引渡日

　　コーディング及びデータ入力（JF01とJF02、JF01とKJF02は同一記録媒体にデータ入力、第402号、第403号、他コーディング

　　資料は、資料２を参考）　…引渡時刻：11時00分

○ データ入力追加分のデータ入力帳票引渡日（第401号（JF02、KJF02））

　　データ入力のみ　…引渡時刻：11時00分

（ ● 福山市原始家屋に係るデータ入力追加分の記録媒体、データ入力帳票引渡日（データ入力のみ）　…引渡時刻：11時00分

△ 納品日（記録媒体、データ入力帳票及びコーディング資料の返却）…納品時刻： 11時00分

（ ▲ 福山市原始家屋に係るデータ入力追加分納品日（記録媒体、データ入力帳票の返却）　…納品時刻：11時00分）　）

資料９

８月調定分

令和８年度　不動産取得税データ入力等計画表 2026/4/1

2025/12/8    15:43


